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◆ 介護老人保健施設とは 

  要介護者に対し施設サービス計画に基づき、① 看護、② 医学的管理下での介護、③ 機能訓練

等の必要な医療、④ 日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことをできるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目的

とした施設である。 

 

 ※ 入所対象者 

  病状が安定期にあり、上記①～③のサービスを必要とする要介護者である。施設では、在宅の

生活への復帰を目指してサービスが提供される。在宅での生活ができるかどうかを定期的に検討

して記録し、退所時には、本人や家族に適切な指導を行うとともに、退所後の主治医や居宅介護

支援事業者等との密接な連携に努める。 

 

（介護保険法） 

第８条第２８項 この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主として

その心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための

支援が必要である者（その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下

この項において単に「要介護者」という。）に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、

医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

ことを目的とする施設として、第９４条第１項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、

「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービ

ス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医

療並びに日常生活上の世話をいう。 

 

 

  ◆ 人員に関する基準 

１ 医師 

○ 常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して得た数以上（常勤の医師が１人以上配置さ

れていなければならない。ただし、介護医療院、病院、診療所に併設されている介護老人保

健施設についてはこの限りでない）。 

   

２ 薬剤師 

○ 入所者の数を３００で除した数以上が標準 

 

３ 看護職員（看護師もしくは准看護師）又は介護職員 

(1) 常勤換算方法で、入所者の数が３又はその端数を増すごとに１以上 

(2) 看護・介護職員の総数の ７分の２程度・・・看護職員 

７分の５程度・・・介護職員  が標準 

(3) 看護・介護職員は、老健施設の職務に専ら従事する常勤職員でなければならない。 
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※ 業務の繁忙時に多数の職員を配置する等により業務の円滑化が図られる場合及び看護・

介護職員が当該介護老人保健施設に併設される介護サービス事業所の職務に従事する場合

は、次の２つの条件を満たす場合に限り、一部に非常勤職員を充てても差し支えない。 

 

① 常勤職員である看護・介護職員が基準省令によって算定される員数の７割程度確保され

ていること。 

② 常勤職員に代えて非常勤職員を充てる場合の勤務時間数が常勤職員を充てる場合の勤務

時間数以上であること。 

 

※ 「入所者の数」 

  人員基準を算定する基礎となる「入所者の数」は、前年度の平均値とする。 

 

※ 常勤換算方法による職員の算定方法について 

  暦月ごとの職員の勤務延時間数を、当該施設において常勤の職員が勤務すべき時間で除

することによって算定する。（小数点第２位以下を切り捨て） 

  これは、非常勤の職員について常勤の職員の員数に換算する方法であり、非常勤の職員

が休暇・出張している時間や、介護保健施設サービス以外に従事している時間は、介護保

健施設のサービス提供に従事する時間とはいえない（ただし、短期入所療養介護は除く。）

ので、常勤換算する場合の勤務延時間数には含めない。 

  なお、常勤職員の休暇・出張については、その期間が暦月で１月を超えないものである

限り、常勤の職員として勤務したものとして取り扱う。 

  また、職員１人につき勤務延時間数に算入できる時間数は、常勤の職員が勤務すべき時

間数を上限とする。 

 

４ 支援相談員 

○ 常勤職員を１以上(入所者の数が１００を越える場合は、常勤の支援相談員１名に加え、常

勤換算方法で、１００を超える部分を１００で除して得た数以上） 

※ 保健医療及び社会福祉に関する相当な学識経験を有し、入所者に対する各種支援及び相

談の業務を行うのにふさわしい常勤職員を充てること。 

 

５ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

○ 常勤換算方法で、入所者の数を１００で除して得た数以上 

 

６ 栄養士又は管理栄養士 

○ 入所定員が１００人未満→常勤職員の配置に努める。 

○ 入所定員が１００人以上→常勤職員を１以上 

※ 同一敷地内にある病院等の栄養士又は管理栄養士がいることにより、栄養管理の業務に支

障がない場合は、兼務職員を充てても差し支えない。 
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７ 介護支援専門員 

○ 入所者の数が１００人未満→常勤専従の者を１以上 

○ 入所者の数が１００人以上→常勤専従の者を１＋１００の端数を増すごとに１を標準 

（端数を増すごとの増員配置は非常勤も可） 

※ 入所者の処遇に支障がない場合は、当該老健施設の他の職務に従事することができる。 

※ この場合、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全

体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができる。なお、居宅介護支援事業者

の介護支援専門員との兼務は認められないが、増員に係る非常勤の介護支援専門員について

はこの限りでない。 

※ サテライト型小規模老健施設の職務との兼務可 

 

８ 調理員、事務員 

○ 実情に応じた適当数 

※ 適正なサービスを確保できる場合は、併設施設との兼務や業務委託も可 

 

９ 管理者 

○ 常勤、専従で１人 

※ 当該老健施設の管理上支障がない場合は、当該老健施設の他の職務、同一敷地内にある

他の事業所、施設等の職務、サテライト型小規模老健施設等の職務に従事可 
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◆ 介護老人保健施設に係る開設許可事項の変更について 

 １ 開設許可事項（介護保険法施行規則第１３６条第１項） 

   開設許可事項を変更する際、事後の変更届（介護保険法第９９条）で手続ができるものと、

事前の変更許可申請（介護保険法第９４条第２項）又は承認申請（介護保険法第９５条）が必

要なものがある。 

 

 （１）変更許可申請が必要な事項（介護保険法施行規則第１３６条第２項） 

  ○ 敷地の面積及び平面図 

  ○ 建物の構造概要及び平面図（各部屋の用途を明示するものとする。）並びに施設及び構造設

備の概要 

  ○ 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 

  ○ 運営規程（従業者の職種、員数及び職務内容、入所定員に係る部分に限る。） 

    ただし、入所定員又は療養室の定員数を減少させようとするときは、許可を要しない。 

  ○ 介護老人保健施設基準第３０条第１項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該

協力病院との契約の内容（同条第２項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称

および当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。） 

  ※ 変更許可を受けた後、変更届を提出する必要はない。 

 

 （２）知事の承認が必要な事項 

  ○ 管理者の変更 

  ※ 承認を受けた後、変更届を提出する必要がある。 

 

 ２ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出について 

 算定する介護給付費（加算項目等）を変更する場合は届出が必要。届出に係る加算等につい

ては、届出が受理された日が属する月の翌月（届出が受理された日が月の初日である場合は当

該月）から算定を開始する。 

 

 ３ 許可更新について 

 許可の有効期間は６年となっていることから、有効期間満了の１４日前までに更新の申請を

行うこと。 
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介護保険法施行規則第１３６条第１項 

 

（介護老人保健施設の開設許可の申請等） 

第１３６条 法第９４条第１項の規定による介護老人保健施設の開設の許可を受けようとする者は、

次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該許可の申請に係る施設の開設の場所を管轄す

る都道府県知事に提出しなければならない。 

 

１ 施設の名称及び開設の場所 

２ 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

３ 開設の予定年月日 

４ 開設者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

５ 敷地の面積及び平面図並びに敷地周囲の見取図 

６ 併設する施設がある場合にあっては、当該併設する施設の概要 

７ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに施設及び構造設備

の概要 

８ 施設の共用の有無及び共用の場合の利用計画 

９ 入所者の予定数 

１０ 施設の管理者の氏名、生年月日及び住所 

１１ 運営規程 

１２ 入所者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

１３ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

１４ 介護老人保健施設基準第３０条第１項に規定する協力病院の名称及び診療科名並びに当該

協力病院との契約の内容（同条第２項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称

及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。） 

１５ 法第９４条第３項各号（法第９４条の２第４項において準用する場合を含む。）に該当しな

いことを誓約する書面（以下この条及び第１３７条において「誓約書」という。） 

１６ 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 

１７ その他許可に関し必要と認める事項 
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javascript:OpenResDataWinlnkJyo('41114130004000000000','41114130004000000000',%20'273')
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◆ 運営に関する基準 

 Ⅰ 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止対策【基準条例第３３条等】 

  １ 感染対策委員会の設置 

   (1) 幅広い職種で構成 

   (2) 専任の感染対策担当者を設置（看護師が望ましい） 

   (3) 定期的に委員会を開催（３月に１回以上）し、その結果を従業者に周知徹底 

 

  ２ 予防及びまん延の防止のための指針を整備 

   ※ 平常時の対策及び発生時の対応を規定 

 

  ３ 研修の定期的な実施 

   (1) 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催 

   (2) 新規採用時には必ず研修を実施 

   (3) 調理や清掃などの委託業者に対しても指針を周知 

 

  ４ 訓練の実施 

実際に感染症が発生した場合を想定し、発生時の対応について、訓練（シミュレーション）

を定期的（年２回以上）に行うことが必要。感染症発生時において迅速に行動できるよう、

指針及び研修内容に基づき、役割分担の確認や、感染対策をした上でのケアの演習などを実

施する。 

 

 Ⅱ 介護サービス提供中の事故発生防止対策【基準条例第４０条等】 

  １ 事故防止検討委員会の設置 

   (1) 幅広い職種で構成 

   (2) 専任の安全対策担当者を設置 

   (3) 定期的に委員会を開催（責任者はケア全般の責任者が望ましい） 

 

  ２ 事故発生の防止のための指針の整備 

   (1) 施設における介護事故の防止に関する基本的考え方 

   (2) 介護事故の防止のための委員会その他施設内の組織に関する事項 

   (3) 介護事故の防止のための職員研修に関する基本方針 

   (4) ヒヤリ・ハット事例等の報告方法等の介護に係る安全の確保を目的とした改善のための

方策に関する基本方針 

   (5) 介護事故等発生時の対応に関する基本方針 

   (6) 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

   (7) その他介護事故等の発生の防止の推進のために必要な基本方針 

 

  ３ 研修の定期的な実施 
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(1) 指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育（年２回以上）を開催 

(2) 新規採用時には必ず研修を実施 

 

  ４ 安全対策担当者の設置 

 上記１～３の措置を適切に実施するための担当者を置かなければならない。 

 

※令和３年１０月１日以降は担当者の設置が必須。 

 

  ５ 事故発生時の市町村（保険者）・入所者の家族等への速やかな連絡 

 事故状況、事故に際して採った処置について記録 

 

 Ⅲ 要介護（更新）認定の申請に係る援助についての留意点 

  ○ 根拠法令：基準条例第１１条 

２ 介護老人保健施設は、要介護認定の更新の申請が遅くとも当該入所者が受けている要介

護認定の有効期間の満了日の３０日前には行われるよう必要な援助を行わなければならな

い。 

 

※ 解釈通知（同項の趣旨） 

    入所者の要介護認定の有効期間満了に際して、当該入所者が継続して保険給付を受ける

ためには、要介護更新認定を受けることが必要であり、当該認定が申請の日から３０日以

内に行われることを踏まえ、介護老人保健施設は要介護認定の更新の申請が、遅くとも当

該入所者が受けている要介護認定の有効期限が終了する３０日前には行われるように、必

要な援助を行わなければならない。 

   

  ○ 更新の認定調査で要介護から要支援へ変更の場合   

・更新にあたって要支援に変更の場合、当該施設を退所しなければならないが、更新認定の

申請が、現行要介護認定の有効期間満了まで間もない状況でされる場合、非常に短い期間で、

当該施設退所後の介護の内容やサービス利用計画、新たな入所施設等を検討し、決定しなけ

ればならない。 

・十分な期間があれば、現入所施設側、退所後に担当する居宅介護支援事業所、地域包括支

援センター、主治医等、各関係者間の連携体制や、別のサービス事業所・施設を探すことが

できる。しかし、当該施設退所後のサービス利用や適切な介護の内容等について、十分な連

携や検討を行う時間的余裕がないという可能性もある。 

・現入所施設において、入所者の身体的な状況等を日々把握する中で、認定更新時期につい

ても情報を把握し、当該入所者に要支援への変更の可能性もあるのであれば、認定更新の一

連の手続きについて十分に時間的余裕が取れるように、入所者及び家族に対して援助を行う

ことも求められる。 
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Ⅳ 介護老人保健施設における医療について 

  ○ 介護老人保健施設においては、当該施設の配置医師によって必要な医療の提供が行われ、

当該施設内で行われる診療、検査、投薬等については、介護保健施設サービス費（基本的な

施設サービス費）として包括的に評価されている。 

  ○ しかし、入所者の病状から見て当該老健施設において自ら必要な医療を提供することが困

難であると当該老健施設の配置医師が認めたときは、協力病院その他適当な病院・診療所に

おいて適切な措置を講じなければならない。 

 

   ※ 必要な医療の提供が困難な場合の措置等（基準条例第１９条） 

１ 老健施設の配置医師は、協力病院その他適当な病院、診療所への入院のための措置を講

じ、又は他の医師の対診（他科受診）を求める等、入所者の診療について適切な措置を講

じなければならない。 

    ※ 特に、入所者の病状が急変した場合などのように入院による治療が必要な場合は、協

力病院等へ速やかに入院させることが必要である。 

   ２ また、そのような場合でも、老健施設の配置医師は、不必要に入所者のために往診を求

め、又は入所者を他の病院・診療所に通院させてはならない。     

   ３ さらに、往診を求め、通院させる場合には、老健施設の配置医師は、他の病院・診療所

の医師又は歯科医師に対し、当該入所者の診療状況に関する情報の提供を行わなければな

らない。 

   ４ また、当該配置医師は、他科受診を行った医師、歯科医師から、当該入所者の療養上必

要な情報の提供を受けて、適切な診療を行わなければならない。 

 

※ 介護老人保健施設入所者に係る往診および通院（対診）について（平成１２年３月３１

日老企５９号） 

○ 保険医の往診又は保健医療機関への通院については、次のように取り扱うこと。 

 ① 基本的な考え方 

   入所者の傷病等からみて、不必要に往診を求めたり通院をさせることは認められない。 

   また、施設の医師と保険医が協力して入所者の診療に当たるべきである。 

 ② 入所者の対診 

   被保険者証（介護保険法第１２条第１３項）を携えて受診させること。 

 ③ 情報提供 

   病院又は診療所の医師又は歯科医師に対し、診療状況に関する情報の提供を行うこと。 

   また、当該病院又は診療所の医師又は歯科医師から当該入所者の療養上必要な情報の

提供を受け、その情報により適切な診療を行わなければならない。 

 ④ 診療報酬上の措置 

   老健施設で対応できる医療行為については、保険医からの情報提供により施設の医師

が対応することとなるので、当該医療行為に係る保険請求は認められない。 
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※ 緊急時施設療養費（介護報酬の加算項目） 

     入所者の病状が著しく変化した場合に緊急やむを得ない事情により行われる医療行為に

ついて算定する。（緊急時治療管理と特定治療とは同時に算定できない。） 

    (1) 緊急時治療管理 

      入所者の病状が意識障害、昏睡等の重篤になり、救命救急医療が必要となる場合にお

いて緊急・応急的な治療管理としての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに１日ご

とに所定単位数を算定する。（１月に１回、連続する３日を限度） 

    (2) 特定治療 

      老健施設において、やむを得ない事情により行われるリハビリテーション、処置、手

術、麻酔、放射線治療について、「診療報酬の算定方法」（平成２０年厚生労働省告示第

５９号）別表第一医科診療報酬点数表により算定する。（点数×１０円） 

      なお、特定治療として算定できないものが、「厚生労働大臣が定める基準に適合する利

用者等」（平成２７年３月２３日厚生労働省告示第９４号）に示されている。 

 

 

 Ⅳ その他 

１ 機能訓練【基準条例第２０条等】 

   入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるため、理学療法、作業 

療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行わなければならない。 

 

  ※ 入所者に対する機能訓練については、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の指

導のもと、訓練の目標を設定し、定期的に評価を行い、計画的・効果的な機能訓練とし、

入所者 1 人について、週２回以上行うこと。集団リハビリテーションのみだけではなく、

入所者の心身の状態を適切に評価した上で、必要なリハビリテーションを提供すること。 

 

２ 栄養管理【基準条例第２０条の２等】 

入所者の栄養状態の維持及び改善を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、各

入所者の状態に応じた栄養管理を計画的に行わなければならない。 

具体的な内容については、介護保険最新情報 Vol.936 を参照のこと。 

 

３ 口腔衛生の管理【基準条例第２０条の３等】 

入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔衛生

の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければなら

ない。 

具体的な内容については、介護保険最新情報 Vol.936 を参照のこと。 

 

４ 食事の提供【基準条例第２２条等】 

 個々の入所者の栄養状態に応じて、摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養管理を行 
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うように努めるとともに、入所者の栄養状態、身体の状況並びに病状及び嗜好を定期的に把 

握し、それに基づき計画的な食事の提供を行うこと。また、入所者の自立の支援に配慮し、 

できるだけ離床して食堂で行われるよう努めなければならない。 

  

  ※ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６時以降とすることが望ましいが、早くて

も午後５時以降とすること。 

 

５ 勤務体制の確保等【基準条例第３０条等】 

全ての従業者に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講

じなければならない（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条

第２項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）。 

 

６ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定等【基準条例第３０条等】 

感染症や非常災害の発生時において、入所者に対するサービスの提供を継続的に実施し、及

び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。 

従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実

施しなければならない。 

具体的な内容については、厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計

画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」を参照のこと。 

 

７ 非常災害対策【基準条例第３２条第３項】 

   定期的な避難、救出その他必要な措置に関する訓練は、地域住民及び消防団その他の関係 

機関と連携して行うよう努めなければならない。 

 

８ 虐待の防止【基準条例第４０条の２等】 

虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につ

いて、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

（２）虐待の防止のための指針を整備すること。 

（３）介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

（４）以上の措置を適切に実施するための担当者を置くこと。  
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◆ 報酬に関する基準 

 

１ 介護保健施設サービス費 

単位数表等を参照のこと。 

 

２ 夜勤職員基準未満の減算 

 夜勤体制について、ある月（暦月）に基準に満たない事態が、「２日以上連続して発生」

あるいは「４日以上発生」した場合、その翌月のすべての入所者等（短期入所療養介護の利

用者の数及び介護老人保健施設の入所者の数の合計数）について所定単位数が９７％に減算

となる。 

（基準） 

・夜勤を行う看護職員又は介護職員の数 

夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの時間を含めた連続する１６時間で、事

業所又は施設ごとに設定）において夜勤を行う職員･･２人以上※ 

※・全ての利用者に見守りセンサーを導入していること 

 ・夜勤職員全員がインカム等の ICT を使用していること 満たして入れば 1.6 人以上 

 ・安全体制を確保していること 

・ユニット部分…２ユニットごとに１人以上 

  ※厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準 

 

３ 定員超過利用の減算 

 月平均の入所者数（短期入所療養介護の利用者を含む）が運営規程に定める入所定員を超

過した場合は、該当月の翌月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、すべての入所

者等（短期入所療養介護の利用者を含む）について所定単位数が７０％に減算となる。 

 

４ 人員基準欠如の減算 

 人員基準欠如減算の対象職種は、医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士、

言語聴覚士、介護支援専門員 

※ 看護職員、介護職員の数が人員基準から… 

・１割を超えて減少した場合は、該当月の翌月から解消月まで 

・１割の範囲内で減少した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日において人

員基準を満たすに至っている場合を除く） 

⇒ 全ての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 

※ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護支援専門員の数が人員基準から欠如

した場合は、該当月の翌々月から解消月まで（翌月の末日において人員基準を満たすに至

っている場合を除く） 

⇒ 全ての入所者等について所定単位数が７０％に減算となる。 
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５ ユニットにおける職員に係る減算 

 ある月（暦月）において次のいずれかの基準を満たさない状況が発生した場合に、その翌々

月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、ユニット部分の入所者全員につい

て、１日につき所定単位数の９７％に相当する単位数を算定する。 

※ ただし、翌月の末日において基準を満たすに至っている場合を除く。 

 

① 日中については、ユニットごとに常勤１人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

② ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること。 

 

６ 身体拘束廃止未実施減算  －１０％／日 

 身体拘束等を行う場合の記録を行っていない場合、厚生労働大臣が定める基準を満たさな

い場合は、所定単位数の１０％に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

 

① 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、  

その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 

② 身体的拘束等の適正化のための指針(※)を整備すること。 

③ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する 

こと。 

※身体的拘束等の適正化のための指針に盛り込むべき項目 

  ・ 施設における身体的拘束等の適正化に関する基本的考え方 

  ・ 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項 

  ・ 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針 

  ・ 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針 

  ・ 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針 

 ・ 入居者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針 

  ・ その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針 

   

 ７ 高齢者虐待防止措置未実施減算 ―１％/日 

虐待の発生又はその再発を防止するための措置（虐待の発生又はその再発を防止するための

委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること）が講じられていない場合に、

基本報酬を減算する。 

 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活用可能）を定期的に開催

するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。 

②虐待の防止のための指針を整備すること。 

③従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 

④上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 
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 ８ 業務継続計画策定未実施減算 －３％/日 

   継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方

の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。 

○以下の基準に適合していない場合 

・感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定すること 

・当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

※令和７年３月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災

害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。 

 

９ 夜勤職員配置加算   

 夜勤を行う看護職員又は介護職員の数が、次の条件を満たすものとして都道府県知事に届

け出た場合について算定できる。 

※ 夜勤を行う職員の数は１日平均夜勤職員数とする。 

※ １日平均夜勤職員数は、暦月ごとに夜勤時間帯（午後１０時から翌日の午前５時までの

時間を含めた連続する１６時間をいう。）における延べ夜勤時間数を、当該月の日数に１

６を乗じて得た数で除して算定し、小数点第３位以下を切り捨てる。 

 

１０ 短期集中リハビリテーション実施加算   

次の基準をいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た施設で、入所者に対してリハ

ビリテーション等を実施した介護保健施設サービスを行った場合は、所定単位数に加算する。 

（１）短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）258単位/日 

入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

が、その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行った場合

であって、かつ、原則として入所時及び１月に１回以上ＡＤＬ等の評価を行うとともに、そ

の評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、必要に応じてリハビリテーション計画を見直し

ていること。 

（２）短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）200単位/日（変更） 

  入所者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

その入所の日から起算して３月以内の期間に集中的にリハビリテーションを行っていること。 

 

 

１１ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算 

 認知症であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善

が見込まれると判断されたものに対して、次の基準をいずれも満たす医師又は医師の指示を

受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が集中的なリハビリテーションを個別に行っ

た場合に、入所の日から起算して３月以内の期間に限り、１週に３日を限度として所定単位

数に加算する。 
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（１）認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）240単位/日 

① リハビリテーションを担当する理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が適切に配置さ

れていること。 

② リハビリテーションを行うに当たり、入所者数が、理学療法士、作業療法士又は言語聴

覚士の数に対して適切なものであること。 

③入所者が退所後生活する居宅又は社会福祉施設等を訪問し、当該訪問により把握した生活

環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。 

（２）認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）※要件は改定前と同じ 120単位/日 

   認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）の①及び②に該当するものであること。 

 

1２ 認知症ケア加算   

 次の基準をいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た施設で、日常生活に支障を

来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者に対

して介護保健施設サービスを行った場合は、所定単位数に加算する。 

※ 日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とす

る認知症の入所者（以下「認知症の入所者」）と他の入所者とを区別していること。 

※ 他の入所者と区別して認知症の入所者に介護保健施設サービスを行うのに適当な次に掲

げる施設及び設備を有していること。 

 

① 専ら認知症の入所者を入所させるための施設であって、原則として、同一の建物又は階にお

いて、他の指定短期入所療養介護の利用者に利用させ、又は介護老人保健施設の入所者を入所さ

せるものでないもの。） 

②  ①の施設の入所定員は４０人を標準とすること。 

③  ①の施設に入所定員の１割以上の数の個室を設けていること。 

④  ①の施設に療養室以外の生活の場として入所定員１人当たり面積が２㎡以上のデイルームを

設けていること。 

⑤  ①の施設に認知症の入所者の家族に対する介護方法に関する知識及び技術の提供のために必

要な施設であって、３０㎡以上の面積を有するものを設けていること。 

※ 介護保健施設サービスを行う単位ごとの入所者の数について、１０人を標準とすること。 

※ 介護保健施設サービスの単位ごとに固定した介護職員又は看護職員を配置していること。 

※ ユニット型でないこと。 

 

1３ 若年性認知症入所者受入加算   

 基準（若年性認知症入所者ごとに個別の担当者を定めていること。）を満たすものとして

都道府県知事に届け出た施設で、若年性認知症入所者に対して介護保健施設サービスを行っ

た場合には、所定単位数に加算する。 
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1４ 外泊時の費用の算定   

 入所者に対して居宅における外泊を認めた場合は、１月に６日を限度として所定単位数に

代えて算定する。ただし、外泊の初日及び最終日は算定出来ない。 

 

1５ 在宅復帰・在宅療養支援機能加算   

 （１）在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） 

   ・在宅復帰・在宅療養支援等指標 ４０以上 

   ・リハビリテーションマネジメント 要件あり 

   ・退所時指導等          要件あり 

   ・地域貢献活動          要件なし 

   ・充実したリハ          要件なし 

（２）在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） 

   ・在宅復帰・在宅療養支援等指標 ７０以上 

   ・リハビリテーションマネジメント 要件あり 

   ・退所時指導等          要件あり 

   ・地域貢献活動          要件あり 

   ・充実したリハ          要件あり 

 

  ※ 在宅復帰・在宅療養支援等指標：１０の評価項目（在宅復帰率、ベット回転率、入所前後

訪問指導割合、退所前後訪問指導割合、居宅サービスの実施数、リハ専門職の割合、支援相

談員の配置割合、要介護４又は５の割合、喀痰吸引の実施割合、経管栄養の実施割合）につ

いて、各項目に応じた値を足し合わせた値 

 

（算定要件） 

 ※ リハビリテーションマネジメント（入所者の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生活 

の自立を助けるため、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを計画的に行い、

適宜その評価を行っていること） 

 ※ 退所時等指導（退所時指導：入所者の退所持に、当該入所者及びその家族等に対して、 

退所後の療養上の指導を行っていること。退所後の状況確認：入所者の退所後３０日（要 

介護４・５については２週間）以内に、その居宅を訪問し、または指定居宅介護支援事業 

者から情報提供を受けることにより、在宅における生活が１月（要介護４・５については２

週間）以上継続する見込であることを確認し、記録していること） 

 ※ 地域貢献活動（地域に貢献する活動を行っていること） 

 ※ 充実したリハ（少なくとも週３回程度以上のリハビリテーションを実施していること）  
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1６ ターミナルケア加算 

 次のいずれにも該当する入所者について、死亡日前４５日以内について算定できる。 

・ 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した者。 

・ 入所者又はその家族等の同意を得て、当該入所者のターミナルケアに係る計画が作成 

されていること。 

・ 医師、看護師、介護職員等が共同して、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、 

本人又はその家族への説明を行い、同意を得て、ターミナルケアが行われていること。 

（療養型老健の場合） 

・死亡日以前３１日以上４５日以下   ７２単位／日 

・死亡日以前４日以上３０日以下   １６０単位／日 

・死亡日の前日及び前々日      ９１０単位／日 

・死亡日            １，９００単位／日 

を死亡月に所定単位数に加算する。 

 

なお、ターミナルケアに係る計画の作成及びターミナルケアにあたっては、厚生労働省「人

生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等を参照のこと。 

R６の改定で死亡日以前31日以上45日以下の区分の評価を見直し、死亡日の前日及び前々

日並びに死亡日の区分への重点化が図られた。 

 

1７ 初期加算   

次に掲げる基準のいずれかに適合する介護老人保健施設において、急性期医療を担う医療機

関の一般病棟への入院後 30 日以内に退院し、介護老人保健施設に入所した者について、１

日につき所定単位数を加算する。 

（１） 初期加算（Ⅰ） 60単位/日（新設） 

イ 当該介護老人保健施設の空床情報について、地域医療情報連携ネットワーク等を通じ、

地域の医療機関に定期的に情報を共有していること。 

ロ 当該介護老人保健施設の空床情報について、当該介護老人保健施設のウェブサイトに定

期的に公表するとともに、急性期医療を担う複数医療機関の入退院支援部門に対し、定

期的に当該情報を共有していること。 

（２） 初期加算（Ⅱ） 30単位/日 

 入所した日から起算して３０日以内の期間について、所定単位数を加算する。 

 ただし、（１）を加算している場合は加算しない。 

 

 １８ 退所時情報栄養連携加算 70単位/回  

    厚生労働大臣が定める特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断した

入所者が、介護老人保健施設から退所する際に、その居宅に退去する場合は当該対象者の

主治の医師の属する病院又は診療所及び介護支援専門員に対して、医療機関等に入院又は

入所する場合は当該医療機関に対して、当該入所者の同意を得て、管理栄養士が当該入所
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者の栄養管理に関する情報を提供したときは、1月につき1回を限度として所定単位を加算

する。 

   ※栄養マネジメント強化加算との併算不可。 

 

 

1９ 入所前後訪問指導加算 

 （１）入所前後訪問指導加算（Ⅰ） 

入所期間が1月を超えると見込まれる者の入所予定日前30日以内又は入所後7日以内に当

該者が退所後生活する居宅を訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方 

針の決定を行った場合、次の区分に応じ入所中１回のみ算定できる。 

 （２）入所前後訪問指導加算（Ⅱ） 

（１）における施設サービス計画の策定等にあたり、次に掲げる職種（医師、看護職員、支

援相談員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、栄養士、介護支援専門員等）が会議を

行い、次のイ及びロを共同して定めた場合に加算を行う。 

イ 生活機能の具体的な改善目標 

   当該入所予定者が退所後生活する居宅の状況に合わせ、また入所予定者及びその家族等の

意向を踏まえ、入浴や排泄等の生活機能について、入所中に到達すべき具体的な改善目標を

定めること。 

   ロ 退所後の生活に係る支援計画 

   入所予定者の生活を総合的に支援するため、入所予定者およびその家族等の意向を踏まえ

た施設及び在宅の双方にわたる切れ目のない支援計画を作成すること。当該支援計画には、

反復的な入所や併設サービスの利用、インフォーマルサービスの活用等を広く含み得るもの

であること。当該支援計画の策定に当たっては、終末期の過ごし方及び看取りについても話

し合いを持つように努め、入所予定者及びその家族等が、希望する場合には、その具体的な

内容を支援計画に含むこと。 

 

２０ 退所時等支援等加算 

（１）退所時等支援加算 

① 試行的退所時指導加算  

 入所期間が１月を超える入所者が試行的に退所する場合において、当該入所者及びその 

家族等に対して退所後の療養上の指導を行った場合 

    ② 退所時情報提供加算   

     退所持の主治医に対して診療情報を提供した場合 

        ③ 入退所前連携加算(Ⅰ)  

イ 入所予定日前30日以内又は入所後30日以内に、入所者が退所後に利用を希望する居

宅介護支援事業者と連携し、入所者の同意を得て、退所後の居宅サービス等の利用方針

を定めること。 

ロ 入所者の入所期間が1月を超え、入所者が退所し、居宅サービス等を利用する場合、
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入所者の退所に先立って入所者が利用を希望する居宅介護支援事業者に対し、入所者の

同意を得て、診療状況を示す文書を添えて居宅サービス等に必要な情報を提供し、かつ、

当該居宅介護支援事業者と連携して退所後の居宅サービス等の利用に関する調整を行

うこと。（※改定前の退所前連携加算の要件と同じ） 

     ④ 入退所前連携加算(Ⅱ) 

     ③ロの要件を満たすこと。 

（２）訪問看護指示加算（入所者１人につき１回を限度） 

 

２１ 協力医療機関連携加算 

   協力医療機関との間で、入所者の同意を得て当該入所者の病歴等の情報を共有する回議を

定期的に開催している場合は、次の区分に応じて、1月につき所要単位を加算する。 

（１）当該協力医療機関が、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

第30条第1項各号に掲げる要件を満たしていること。 

（２）（１）以外の場合。 

   

～ 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 ～ 

 （協力医療機関） 

  第三十条 

一 入所者等の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を 

常時確保していること。 

二 高齢者施設等からの診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を 

常時確保していること。 

三 入所者等の病状が急変した場合等において、入院を要すると認められた入所者等の入院を 

原則として受け入れる体制を確保していること。 

 

 

２２ 栄養マネジメントの未実施に係る減算 

  次の基準のいずれかを満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算する。 

（１）基準条例第４条に定める栄養士又は管理栄養士の員数を置いていること。 

（２）基準条例第20条の2に規定する基準のいずれにも適合していること。 

 

※令和６年3月31日までは努力義務だったが、現在は未実施の場合は減算されるので注意。 

 

 ２３ 栄養マネジメント強化加算 

次の基準をいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た施設において算定できる。 

（１）管理栄養士を常勤換算方式で入所者の数を50（施設に常勤栄養士を１人以上配置し、給

食管理を行っている場合は70）で除して得た数以上配置すること 

例：入所者70人の場合 
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管理栄養士70/50=1.4人 または 常勤栄養士1人 ＋ 管理栄養士70/70=1.0人 

（２）低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成

した、栄養ケア計画に従、食事の観察（ミールラウンド）を週３回以上行い、入所者ご

との栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること 

（３）低栄養状態のリスクが低い入所者にも、食事の際に変化を把握し、問題がある場合は、

早期に対応すること 

（４）入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、継続的な栄養管理の実施に当た

って、当該情報その他継続的な栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活

用していること。 

（５）定員利用・人員基準に適合していること。 

 

2４ 経口移行加算 

 定員利用・人員基準に適合している施設において、医師の指示に基づき、医師、歯科医師、

管理栄養士、看護師、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、現に経管により食事を

摂取している入所者ごとに経口による食事の摂取を進めるための経口移行計画を作成してい

る場合であって、当該計画に従い、医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養士による栄養管

理及び言語聴覚士又は看護職員による支援が行われた場合は、当該計画が作成された日から

起算して１８０日以内の期間に限り、１日につき所定単位数を加算する。ただし、栄養マネ

ジメントの未実施に係る減算を算定している場合は算定しない。 

 管理栄養士又は栄養士が行う経口移行計画に基づく経口による食事の摂取を進めるための

栄養管理及び言語聴覚士又は看護職員が行う支援が、当該計画が作成された日から起算して

１８０日を越えた期間に行われた場合であっても、経口による食事の摂取が一部可能な者で

あって、医師の指示に基づき、継続して経口による食事の摂取を進めるための栄養管理及び

支援が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるものとする。 

 

2５ 経口維持加算   

（１）経口維持加算（Ⅰ） 

 厚生労働大臣が定める基準（※）に適合する介護老人保健施設において、現に経口により

食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医師

又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、管理栄養士、看護師、介護支援専門員その

他の職種の者が共同して、入所者の栄養管理をするための食事の観察及び会議等を行い、入

所者ごとに、経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成している場

合であって、当該計画に従い、医師又は歯科医師の指示（歯科医師が指示を行う場合にあっ

ては、当該指示を受ける管理栄養士等が医師の指導を受けている場合に限る。）を受けた管

理栄養士又は栄養士が、栄養管理を行った場合に、当該計画が作成された月から起算して6

月以内の期間に限り、1月につき所定単位数を加算する。 

経口移行加算を算定している場合又は栄養マネジメントの未実施に係る減算を算定して

いる場合は、算定しない。 
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（２） 経口維持加算（Ⅱ）  

 協力歯科医療機関を定めている介護老人保健施設が、経口維持加算（Ⅰ）を算定している

場合であって、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会

議等に、医師（介護老人保険施設の配置医師を除く）、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚

士が1名以上加わることにより、多種多様な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定した

場合は、1月について所定単位数を算定する。 

経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画が作成された日の属する     

月から起算して6月を超えた場合であっても、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入     

所者であって、医師又は歯科医師の指示に基づき、継続して誤嚥防止のための食事の摂取を

進めるための特別な管理が必要とされるものに対しては、引き続き当該加算を算定できるも

のとする。この場合の医師又は歯科医師の指示は概ね１月ごとに受けること。 

 

      ※ 厚生労働大臣が定める基準 

イ 定員利用・人員基準に適合していること。 

ロ 入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていること。 

ハ 誤嚥等が発生した場合の管理体制（食事の中止、十分な排痰､医師への報告等が迅速 

に行われる体制）が整備されていること。 

ニ 食形態の配慮など誤嚥防止のための適切な配慮がなされていること。 

ホ ロ～ニについて医師、歯科医師、管理栄養士、看護職員、介護支援専門員その他の職 

種の者が共同して実施するための体制が整備されていること。 

 

2６ 口腔衛生管理加算     

（１）口腔衛生管理加算(Ⅰ) 

 介護老人保健施設において、次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位

数を加算する。 

イ 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の技術的助言及び指導に基づき、入所

者の口腔衛生等の管理に係る計画が作成されていること。 

ロ 歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、入所者に対し、口腔ケアを月２回以上行うこと。 

ハ 歯科衛生士が、イにおける入所者に係る口腔ケアについて、介護職員に対し、具体的な

技術的助言及び指導を行うこと。 

ニ 歯科衛生士が、イにおける入所者の口腔に関する介護職員からの相談等に必要に応 

じ対応すること。 

ホ 定員利用・人員基準に適合していること。 

（２）口腔衛生管理加算(Ⅱ) 

次のいずれの基準にも該当する場合に、１月につき所定単位数を加算する。 

   ア 口腔衛生管理加算(Ⅰ)の基準のいずれにも適合すること。 

   イ 口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、活用していること。 
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2７ 療養食加算   

 次の基準をいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た施設において、疾患治療の

直接手段として、医師の発行する食事箋に基づき、適切な栄養量及び内容を有する治療食（糖

尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食（流動食は除く）、貧血食、膵臓病食、脂質異常症

食、痛風食、特別な場合の検査食）が提供された場合に算定できる。 

 

イ 食事の提供が管理栄養士又は栄養士によって管理されている。 

ロ 入所者の年齢、心身の状況によって適切な栄養量及び内容の食事の提供が行われている。 

ハ 定員利用、人員基準に適合していること。 

 

2８ 緊急時施設療養費 

（１）緊急時治療管理   

     入所者の病状が重篤となり救命救急医療が必要となる場合において緊急的な治療管理と

しての投薬、検査、注射、処置等を行ったときに算定する。同一の入所者について１月に

１回、連続する３日を限度として算定する。 

   ※ 算定の対象となる入所者の状態は次のとおり 

    ア 意識障害又は昏睡       イ 急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪 

ウ 急性心不全（心筋梗塞を含む） エ ショック 

オ 重篤な代謝障害        カ その他薬物中毒等で重篤なもの 

 

（２）特定治療 

 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59号）別表第一医科診療報酬点数表

（以下「医科診療報酬点数表」という。）第１章及び第２章において、高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和57年法律第80号）第64条第３項に規定する保険医療機関等が行っ

た場合に点数が算定されるリハビリテーション、処置、手術、麻酔又は放射線治療（別に

厚生労働大臣が定めるものを除く。）を行った場合に、当該診療に係る医科診療報酬点数

表第１章及び第２章に定める点数に10円を乗じて得た額を算定する。 

        

2９ 所定疾患施設療養費 

次に掲げる基準に適合する介護老人保健施設において、入所者（肺炎、尿路感染症、帯状

疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の憎悪に該当する者）に対し、投薬、検査、注射、処置等を行

った場合（肺炎又は尿路感染症の者に対しては診療に当たり検査を行った場合に限る。）は、

次に掲げる区分に従い、所定単位数を算定する。 

（１）所定疾患施設療養費 次の基準のいずれも満たすこと。 

イ 診断、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載して

いること。 

ロ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における
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当該入所者に対する投薬、検査、注射、処置等の実施状況を公表していること。 

（２）所定疾患施設療養費 次の基準のいずれも満たすこと。 

イ 診断及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容

等を診療録に記載していること（協力医療機関等と連携して行った検査等を含む）。 

ロ 所定疾患施設療養費の算定開始年度の翌年度以降において、当該施設の前年度における

当該入所者に対する投薬、検査、駐車、処置等の実施状況を公表していること。 

ハ 医師が感染症対策に関する研修を受講していること。 

 

３０ 認知症専門ケア加算 

次の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た施設が、日常生活に支障をき

たすおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者（以下「対

象者」）に対し、専門的な認知症ケアを行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。 

 

（１） 認知症専門ケア加算(Ⅰ)   

 入所者の総数のうち、対象者の占める割合が１／２以上（届出日の属する月の前３月の

各月末時点の平均で算定）であること。 

 認知症介護に係る専門的な研修（認知症看護に係る適切な研修を含む。）を修了してい

る者を、対象者数が２０人未満の場合は１以上、２０人以上の場合は１に加え対象者数が

１９を越えて１０又はその端数を増すごとに１以上配置（２０人～２９人＝２、３０人～

３９人＝３、…）し、チームとして専門的な認知症ケアを実施していること。 

 従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期

的に開催していること。 

 

（２） 認知症専門ケア加算（Ⅱ）（（１）と（２）は同時算定できない。） 

 認知症専門ケア加算（Ⅰ）の基準に適合していること。 

 認知症介護の指導に係る専門的な研修（認知症看護に係る適切な研修を含む。）を修了

している者を１名以上配置し、施設全体の認知症ケアの指導等を実施していること。 

 介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、当該計画に従い、研

修を実施又は実施を予定していること。 

 

３１ 認知症チームケア推進加算 

認知症の行動・心理症状（BPSD）の発現を未然に防ぐため、あるいは出現時に早期に対応

するための平時からの取組を推進する観点から、都道府県知事に対し届出を行った介護老

人保健施設が、別に厚生労働大臣が定める者に対し認知症の行動・心理症状の予防等に資

するチームケアを提供した場合に加算する。 

（認知症専門ケア加算を算定している場合は算定不可） 

（１）認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 150単位/月 

イ 事業所又は施設における利用者又は入所者の総数のうち、周囲の者による日常生活に 
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対する注意を必要とする認知症の者の占める割合が２分の１以上であること。 

ロ 認知症の行動・心理症状の予防及び出現時の早期対応（以下「予防等」という。）に資

する認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了している者又は認知症介護に係る専門的

な研修及び認知症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラムを含んだ研修を修了

した者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対

応するチームを組んでいること。 

ハ 対象者に対し、個別に認知症の行動・心理症状の評価を計画的に行い、その評価に基づ

く値を測定し、認知症の行動・心理症状の予防等に資するチームケアを実施していること。 

二 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症ケアについて、カンファレンスの開催、

計画の作成、認知症の行動・心理症状の有無及び程度についての定期的な評価、ケアの振

り返り、計画の見直し等を行っていること。 

（２）認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 120単位 

イ （１）認知症チームケア推進加算（Ⅰ）のイ・ハおよび二に適合すること。 

ロ 認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症介護に係る専門的な研修を修了してい

る者を１名以上配置し、かつ、複数人の介護職員から成る認知症の行動・心理症状に対応

するチームを組んでいること。 

 

 

 ３２ リハビリテーション計画書情報加算 

  次の基準に適合しているものとして、都道府県に届け出た施設がリハビリテーションを行った

場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１月につき所定単位を加算する。 

 

（１） リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ） 53単位/月（新設） 

  イ 入所者ごとのリハビリテーション計画書に内容等の情報を厚生労働省に提出していること。 

ロ 必要に応じてリハビリテーション計画の内容を見直す等、リハビリテーションの実施に当

たって、イの情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を

活用していること。 

  ハ 口腔衛生管理加算（Ⅱ）及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。 

  二 入所者ごとに、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、

看護職員、介護職員その他の職種の者が、リハビリテーション計画の内容等の情報その他

リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報、入所者の口腔の健康状態

に関する情報及び入所者の栄養状態に関する情報を相互に共有すること。 

  ホ 二で共有した情報を踏まえ、必要に応じてリハビリテーション計画の見直しを行い、見直

しの内容について、関係職種間で共有していること。 

（２） リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ） 33単位/月 

（１）イ及びロのいずれにも適合すること。 

                        ※加算（Ⅰ）と（Ⅱ）の併算は不可 
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3３ 褥瘡マネジメント加算   

  厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た介護老人保健施設 

において、継続的に入所者ごとの褥瘡管理をした場合は、所定単位数を加算する。 

（１）褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 

 イ 入所者又は利用者ごとに褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリス

クにについて、施設入所時に評価し、その後少なくとも３月に１回、評価すること。 

ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、

当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

 ハ イの評価の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがある

とされた入所者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の

職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。 

 二 入所者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所

者の状態について定期的に記録していること。 

 へ イの評価に基づき、少なくとも３月に１回、入所者ごとに褥瘡ケア計画を見直している

こと。 

（２）褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) 

 イ （１）イ～への基準のいずれにも適合すること。 

 ロ （１）イの評価の結果、施設入所時又は利用開始時に褥瘡が発生するリスクがあるとさ

れた入所者について、褥瘡の発生のないこと。 

 

3４ 排せつ支援加算  

（１）排せつ支援加算(Ⅰ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 入所者又は利用者ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携し

た看護師が施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも三月に一回評価すると

ともに、その評価結果等の情報を厚生労働省に提出し、排せつ支援の実施に当たって、当

該情報その他排せつ支援の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

ロ イの評価の結果、排せつに介護を要する入所者又は利用者であって、適切な対応を行う

ことにより、要介護状態の軽減が見込まれるものについて、医師、看護師、介護支援専門

員その他の職種の者が共同して、当該入所者又は利用者が排せつに介護を要する原因を分

析し、それに基づいた支援計画を作成し、当該支援計画に基づく支援を継続して実施して

いること。 

ハ イの評価に基づき、少なくとも三月に一回、入所者又は利用者ごとに支援計画を見直し

ていること。 

（２）排せつ支援加算(Ⅱ) 

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ （１）イからハまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

ロ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。 
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（イ）（１）イの評価の結果、要介護状態の軽減が見込まれる者について、施設入所時又は

利用開始時と比較して、排尿又は排便の状態の少なくとも一方が改善するとともにいず

れにも悪化がないこと。 

（ロ）（１）イの評価の結果、施設入所時又は利用開始時に尿道カテーテルが留置されてい

た者であって要介護状態の軽減が見込まれるものについて、尿道カテーテルが抜去され

たこと。 

（３）排せつ支援加算(Ⅲ) 

（１）イからハまで並びに（２）ロ（イ）及び（ロ）に掲げる基準のいずれにも適合する

こと。 

 

３５ 自立支援促進加算 300単位/月 

     次の基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た施設が、継続的に入所者ごとの

自立支援を行った場合は、一月につき所定単位を加算する。 

（１） 医師が入所者ごとに、施設入所者ごとに自立支援に係る医学的評価を行い、その後少なく

とも3月に1回医学的評価の見直しを行うとともに、その医学的評価の結果等の情報を厚生

労働省に提出し、自立支援の促進に当たって、当該情報その他自立支援の適切かつ有効な

促進のために必要な情報を活用していること。 

（２） （１）の医学的評価の結果、自立支援の促進が必要であるとされた入所者ごとに、医師、

看護職員、介護職員、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援

計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施していること。 

（３） （１）の医学的評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者ごとに支援計画を見直してい

ること。 

（４） 医師が自立支援に係る支援計画の策定等に参加していること。 

 

 ３６ 安全対策体制加算 

次の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た施設が、入所者に対しサービ

スを行った場合、入所初日に限り所定単位数を加算する。 

イ 基準条例第40条第1項に規定する基準（委員会の実施、指針の整備、研修の実施、担当者の

設置）に適合していること。 

ロ 基準条例第40条第1項第4号に規定する担当者が安全対策に係る外部における研修を受

けていること。 

ハ 施設内に安全管理部門を設置し、組織的に安全対策を実施する体制が整備されているこ

と。 

 

３７ 安全管理体制未実施減算 

基準条例第40条第1項に規定する基準（委員会の実施、指針の整備、研修の実施、担当者の設置）

を満たさない場合は、１日につき所定単位数から減算する。 

※令和３年１０月１日以降、担当者を設置していないと減算になるので注意。 
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３８ 高齢者施設等感染対策向上加算  

    基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た施設が、入所者に対しサービスを

行った場合、１月につき所定単位を加算する。 

（１）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 10単位/月 

イ 第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保して

いること。 

ロ 協力医療機関との間で、感染症（新興感染症を除く）の発生時等の対応を取り決めると

ともに、感染症発生時等に、協力医療機関と連携し適切に対応していること。 

ハ 診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療

機関又は地域の医師会が定期的に行う院内感染対策に関する研修又は訓練に一年に一回

以上参加していること。 

（２）高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 5単位/月 

・診療報酬における感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関から、３年に１回以上 施

設内で感染者が発生した場合の感染制御等に係る実地指導を受けていること。 

 

 

３９ 生産性向上推進体制加算  

次の基準に適合する場合に算定できる。 

 

厚生労働大臣が定める基準 

（１）生産性向上推進体制加算（Ⅰ）次の基準に適合するもの 

イ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討する

ための委員会において、次に掲げる事項について必要な検討を行い、及び当該事項の実施を定期的

に確認していること。 

（一） 介護機器を活用する場合における利用者の安全及びケアの質の確保 

（二） 職員の負担の軽減及び勤務状況への配慮 

（三） 介護機器の定期的な点検 

（四） 業務の効率化及び質の向上並びに職員の負担軽減を図るための職員研修 

ロ イの取り組み及び介護機器の活用による業務の効率化及びケアの質の確保並びに職員の負担

軽減に関する実績があること。 

ハ 介護機器を複数種類活用していること 

二 イの委員会において、職員の業務分担の明確化等による業務の効率化及びケアの質の確保並

びに負担軽減について必要な検討を行い、当該検討を踏まえ、必要な取り組みを実施し、及び

当該取組の実施を定期的に確認すること。 

ホ 事業年度ごとにイ、ハ及び二に関する実績を厚生労働省に報告すること。 
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（２）生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 次の基準に適合するもの 

 イ （１）イに適合していること 

 ロ  介護機器を活用していること 

 ハ  事業年度ごとにロ及び（１）イの取組に関する実績を厚生労働省に報告すること 

 

 

４０ サービス提供体制強化加算 

次の基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た施設は算定できる（いずれの

加算も、定員利用・人員基準に適合していることが必要） 

 （１）サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

    次の基準のいずれにも適合すること。 

ア 次のいずれかに適合すること。 

（ア）介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が80%以上であること。 

（イ）介護職員の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が35%以上で 

あること。 

イ 提供する介護保健施設サービスの質の向上に資する取組を実施していること。 

 （２）サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 

    介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上であること。 

（３）サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 

  次の基準のいずれかに適合すること。 

ア 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が50%以上であること。 

イ 看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が75%以上であること。 

ウ サービスを利用者・入所者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占

める割合が30%以上であること。 

 

４１ 介護職員処遇改善加算 

   令和６年度の報酬改定で介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員

等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせ

た４段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化が行われました。 

    詳細は共通事項別冊の「介護職員処遇改善加算について」を確認してください。 
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◆ 実地指導における指摘事項（老健施設・短期療養・通所リハ） 

 １ 処遇関係について 

① 身体拘束を行う際の時間や入所者の心身の状況等について、確認を行っているものの記録

をしていない部分があった。身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の入所者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 

  また、引き続き解消に向けて検討すること。 

（山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第１６条第５項） 

 

② 身体拘束実施記録の開始、終了時間が明記されていないので明記すること。 

（山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第１６条第５項） 

 

③ 施設サービス計画原案の内容については、入所者又はその家族に対して説明し、文書によ

り入所者の同意を得ること。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第１７条第７項、８項） 

 

④ アセスメントの記録を介護職員が実施していた。施設サービス計画の作成に関する一連の

プロセス（アセスメント、計画作成、サービス担当者会議、モニタリング）は、他職種と協

働し、介護支援専門員が行うこと。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第１７条） 

 

⑤ 短期入所療養介護計画の作成に当たっては、居宅介護支援事業所が作成する居宅サービス

計画書の交付を受けること。 

 （山梨県指定居宅サービス等の事業に関する基準等を定める条例第１９４条第２項） 

 

⑥ 経管栄養を行っている事例について、その記録をしていなかった。経管栄養は医行為のた

め、注入時の利用者の心身の状況、注入量等内容を記録しておくこと。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第１３条第２項） 

 

⑦ 一部療養室において、ナースコールがなかった。また、入所者の手の届かない場所にあっ

た。このため、使用可能な状況とすること。なお、入所者の心身の状況等によりナースコー

ルが使用できない場合には、これに代わる設備を設けること等により適切に対応すること。 

 （平成１１年３月３１日厚生省令第４０号第３条第２項第１号ト） 
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２ 運営関係について 

① 事故発生防止のための職員に対する研修は年２回以上開催すること。 

（山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第４０条第１項第３号） 

 

② 事故報告書、ヒヤリハットについて、改善状況及び家族への連絡の有無が確認できない記

載があったので、事故防止等の観点から記載をすること。 

（山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第４０条第３項） 

 

  ③ リネン室に感染性廃棄物を保管していた。衛生管理や針刺防止の観点から改善策を講じる

こと。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３３条第１項） 

 

  ④ サービスステーションの入り口に注射針のケースが設置されており利用者が危険であるた

め、保管場所を検討すること。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３３条第１項） 

 

  ⑤ ハサミ等が載せられているサービスステーション内のワゴンが入所者の手の届く場所に配

置されていたため、事故防止の観点から、配置場所等を改善すること。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第４０条） 

 

⑥ 非常災害に関する具体的計画については、施設所在地において発生が予想される非常災害

の種類に応じたものとするため、施設の所在地について、災害に関する各種区域の指定等を

確認し、必要に応じて見直しを行うこと。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３２条第２項） 

 

  ⑦ 避難、救出その他必要な措置に関する訓練については年２回以上行うこと。また、夜間の

災害の発生に際しては一層の混乱が予想されることから、年１回は夜間の訓練若しくは夜間

の発災を想定した訓練を実施するよう努めること。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３２条第１項） 

 

  ⑧ 運営規程（介護老人保健施設、短期入所療養介護、通所リハビリテーション）の利用料金

に関する箇所が、一部の利用者について３割の自己負担が導入された平成３０年８月１日以

降のものに変更されていないため、変更すること。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第２９条第４号、山梨県指定居宅サー

ビス等の事業に関する基準等を定める条例第１４２条第５号、第２００条第３号） 
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  ⑨ 高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律第２０条に基づく虐待防

止に向けた研修を実施すること。 

   （高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第２０条） 

   

⑩ サービス提供中の利用者について、内外の医療機関で受診を要した事故等が発生した場合

は、保険者である市町村に報告すること。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第４０条、介護保険サービス提供中の

事故発生に係る取扱要領） 

 

⑪ 提供した介護保険サービスに係る利用者及びその家族からの苦情について記録を整備する

こと。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３８条第２項） 

 

⑫ 感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会は、おおむね３

月に１回以上開催すること。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３３条第２項） 

 

３ 人員関係について 

  ① 前年度の平均入所者数に対して、人員基準上必要となる看護・介護職員の数が欠如してい

る月が見られた。早急に看護・介護職員の人員確保のための方策を検討すること。 

   （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第４条） 

 

② 事業所の従業者について、労働条件（常勤・非常勤の別等）を明確に示した文書（労働条

件通知書等）が交付されていなかったので、労働条件通知書等を交付するなどして従業者の

勤務体制を明確にすること。 

 （山梨県介護老人保健施設に関する基準を定める条例第３０条） 

 

４ 介護報酬関係について 

① 口腔衛生管理加算については、入所者ごとに、口腔衛生管理に関する実施記録（口腔に関

する問題点、歯科医師からの指示内容の要点、口腔ケアの方法、その他必要と思われる事項

に係る記録）を作成し、保管するとともに、その写しを入所者へ提供する必要があるが、提

供していなかった。 

（平成１２年２月１０日厚生省告示第２１号別表２ヌ） 

 

② 口腔衛生管理体制加算の算定要件である「入所者のケア・マネジメントに係る計画」が作

成されていなかったので、作成すること。 

（平成１２年３月８日老企第４０号第２の６（２２）） 
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③ 介護老人保健施設の退所時情報提供加算を算定していた退所者について、情報提供をして

いない退所者について誤って算定していた。 

   （平成１２年２月１０日厚生省告示第２１号別表２ホ注４） 

 

④ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅱ）については、利用開始時のリハビリテーショ

ン計画の作成に際して、利用者又はその家族に説明し、利用者の同意を得る必要があるが、

同意日及び同意の署名がない事例があったので、記載漏れがないように留意すること。 

 （平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号別表７注６） 

 

  ⑤ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）の算定に当たっては、医師又は医師の指示を

受けた理学療法士等が新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対して、通所

開始日から起算して１月以内に当該利用者の居宅を訪問し、診察、検査等を行う必要がある

が、実施の有無が記録により確認できない事例があったので、訪問・診察等を行った場合は

記録として整備すること。 

 （平成１２年２月１０日厚生省告示第１９号別表７注６） 

 

⑥ リハビリテーションマネジメント加算（Ⅰ）を算定する際には、サービス開始時における

情報収集の際に「平成２７年３月２７日老発０３２７第３号」で定める別紙様式１（興味・

関心チェックシート）を用いて、利用者が希望する日常生活上の活動や参加の内容を把握す

ること。また、サービス開始時における事業所で利用しているアセスメント用紙が、上記通

知で定める別紙様式２の様式例の内容を網羅していないので、別紙様式２の内容を網羅した

アセスメントを実施すること。 

   （平成２７年３月２７日老発０３２７第３号） 

 

 































•

•

•

•

•

•



•

•

LIFE

.

ADL Barthel Index

100

75

50

Excel

2024 4

2024 7

0%

100%

50%

25%

75%

2024 10

2024 4

2024 7

2024 10



LIFE

ADL Barthel Index

100

75

50

B2

2024 4

2024 7

2024 10

2024/4 2024/7 2024/10

3

2024/4 2024/7 2024/10

Excel

•

•

•

•

•

LIFE

•

•

n







•

•

•

•

•

•

•

•





•

•





（別紙１）

令和 年 月 日

各許可権者 殿

ー ）

□ 1  (介護予防)特定施設入居者生活介護 □ 2  地域密着型特定施設入居者生活介護

□ 3  (介護予防)認知症対応型共同生活介護 □ 4  介護老人福祉施設

□ 5 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護□ 6  介護老人保健施設

□ 7  介護医療院 □ 8  養護老人ホーム

□ 9  軽費老人ホーム

ー ）

備考 1 各協力医療機関との協力内容が分かる書類（協定書等）を添付してください。

2

3 協力医療機関や協力医療機関との契約内容に変更があった場合には速やかに届出を行ってください。

各指定権者

協力医療機関に関する届出書

届
　
出
　
者

フリガナ
名　　称

事務所・施設の所在地
(郵便番号
　
　(ビルの名称等)

連 絡 先 電話番号 FAX番号

代表者の住所
(郵便番号
　

事業所番号

事業所・施設種別

代表者の職・氏名 職名 氏名

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

協
力
医
療
機
関

①施設基準（※1）第1号（※2）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

（事業所・施設種別４～８のみ）

③施設基準（※1）第3号（※4）
　の規定を満たす協力病院

医療機関名 医療機関コード

②施設基準（※1）第2号（※3）
　の規定を満たす協力医療機関

医療機関名 医療機関コード

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

入所者等が急変した場合
等の対応の確認を行った

日
令和　年　月　日

協力医療機関の
担当者名

医療機関名 医療機関コード

施
設
基
準
第
1
号
、

第
2
号
及
び
第
3
号
の
規
定
を
満
た

す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
て
い
な
い
場
合

(

※
5

)

第1号から第3号の規定(※5)にあたり
過去1年間に協議を行った医療機関数

協議をした医療機関との対応の
取り決めが困難であった理由

(過去1年間に協議を行っていない場合)
医療機関と協議を行わなかった理由

届出後1年以内に協議を行う
予定の医療機関

医療機関名 医療機関コード

※在宅療養支援病院、在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟を持つ医療機関(200床未満)、在宅療養後方支援
病院等を想定

協議を行う予定時期 令和　　　年　　　　月

(協議を行う予定の医療機関がない場合)
基準を満たす協力医療機関を定める
ための今後の具体的な計画（※6）

上記以外の協力医療機関
医療機関名 医療機関コード

医療機関名（複数可）

（※2） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること。
各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準は裏面を参照。

関係書類 別添のとおり

特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームについては
「施設基準（※1）第3号の規定を満たす協力病院」の欄の記載は不要です。

（※1）



診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、軽費老人ホームは第１号及び
「3か月以内に地域の在宅療養支援病院等をリストアップし協議先を検討する」など具体的な計画を記載

（各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準）
特定施設入居者生活介護　　　　　　　　　　：指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第2項
地域密着型特定施設入居者生活介護　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第127条第
2項
認知症対応型共同生活介護　　　　　　　　　：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第105条第
2項
介護老人福祉施設　　　　　　　　　　　　　：指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護   ：指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第152条第
1項
介護老人保健施設　　　　　　　　　　　　　：介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第30条第1項
介護医療院　　　　　　　　　　　　　　　　：介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第34条第1項
軽費老人ホーム　　　　　　　　　　　　　　：軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準第27条第2項
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